
都市公園条例に係る見直し内容（上限額の改定　→　料金は後日決定）

種別 単位 期間 金額 摘要 金額 摘要

露店、座敷、飲食店
等仮設物の敷地

㎡ 日
１店当たり
２，２００円

15㎡まで20円
15㎡を超える部分1㎡
当り２５円

１店当たり
２，２００円

㎡当たり３０円

展示会、その他これ
に類するものの敷地

㎡ 日 １０円
即売をともなう場合
は㎡当たり２０円

改定なし 改定なし

５５０円 ７００円

２２０円 ３００円

新

備考
１　１日未満であるときは、１日とする。
２　１㎡未満は１㎡とする。
３　本表中、１㎡を単位とする使用料は、本表により算定した額に１００分の１１０
　　を乗じて得た額とする。この場合において、その額に１０円未満の端数が生じた
　　ときは、その端数金額を切り捨てる。

①　大人とは、中
　学生以上をいう。

②　２０名以上の団
　体の使用料は、大
　人５６０円、子供
　２４０円とする。

新旧

①　大人とは、中
　学生以上をいう。

②　２０名以上の団
　体の使用料は、大
　人４４０円、子供
　１７０円とする。

旧

大人（１人１回）

子供（１人１回）
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